
学校

地域 家庭

みんなで子どもを守る

〇学校のことを家族で
話題にし、学校での
様子を把握するよう
に努めます。

〇いじめに関わったと
きの対応策等を一緒
に考えます。

昭島市いじめ問題防止会議だより
（令和７年４月 昭島市教育委員会）

●いじめ問題防止会議 委員の紹介（委員長は◎、副委員長は〇）
小学校校長会長 〇中学校校長会長 人権教育推進委員会（小学校担当校長・中学校担当校長）
昭島警察署生活安全課代表 ◎人権擁護の会代表 民生委員・児童委員協議会委員代表
自治会連合会代表 青少年補導連絡会代表 青少年とともにあゆむ地区委員会代表
学校教育部長 ＰＴＡ協議会（小学校代表・中学校代表）
【事務局】指導担当部長兼指導課長 統括指導主事 指導主事

●昭島市いじめ問題防止会議とは？
昭島市いじめ防止対策推進基本方針に基づき設置し、いじめは許されないという意識啓発活動、いじめの未然
防止、早期発見・早期対応等の取組、いじめ防止等に関係する機関及び団体との連携に関すること等について協
議し、その結果を踏まえ、いじめ防止等に向けた取組を推進します。

「学校・家庭・地域が連携するいじめ防止」

〇学校運営協議会や学
校サポートチームを
活用していじめ防止
に取り組みます。

〇子どもたちに言葉の
持つ力について考え
る授業を実施します。

～いじめに関する相談はこちらへお問い合わせください～

昭島市教育福祉総合相談 042-519-2290 昭島市いじめ相談ホットライン 042-543-7633

受付時間 月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00

〇学校に参画し、子ど
もと顔見知りになる
関係を構築します。
〇いじめを発見した場
合は、子どもに声を
かけ、学校へ情報提
供します。

・学校運営協議会、学校サポートチーム、PTA等保護者との組織、地域の関係団体といじめ問題を含む児童・

生徒の健全育成について連携して対策を進めます。

・より多くの大人が児童・生徒の悩みや相談を受け止められるよう、学校は、保護者（家庭）、地域、関係

機関と組織的に連携・協働する体制を構築します。

・学校が児童・生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導に十分な効果が表

れない場合には、関係機関と適切に連携します。

・児童・生徒とその保護者（家庭）には、相談窓口を周知します。

学校

地域 家庭


